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令和３年３月２６日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

令和２年（ワ）第１５０１０号 発信者情報開示請求事件 

口頭弁論終結日 令和３年２月２６日 

判 決 

 5 

原 告    株式会社ＭＯＮＯＬＩＴＨ Ｊａｐａｎ 

 

同訴訟代理人弁護士    小 出 一 郎 

            加 藤 伸 樹 

同 訴 訟 復 代 理 人 弁 護 士    三 木 隼 輝 10 

 

被       告 株式会社ジェイコム千葉 

  

同訴訟代理人弁護士    村 島 俊 宏 

            穂 積 伸 一 15 

            谷   口   悠   樹 

            藤 平 真 吾 

            荒 木 泉 子 

            工 藤 友 良 

            増 原 陽 子 20 

主 文 

１ 被告は，原告に対し，別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 25 

主文同旨 



 

- 2 - 

第２ 事案の概要 

 本件は，原告が，氏名不詳者がインターネット上のウェブサイトに別紙投稿記

事目録記載の各記事（以下「本件各記事」という。）を掲載し，原告の著作権

（複製権及び公衆送信権）を侵害したことが明らかであるなどと主張して，経由

プロバイダである被告に対し，特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及5 

び発信者情報の開示に関する法律（以下「法」という。）４条１項に基づき，上

記著作権の侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報の開示

を求める事案である。 

１ 前提事実（当事者間に争いがないか，掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容

易に認定することができる事実） 10 

⑴ 当事者 

ア 原告は，学習塾等の経営，インターネットによる情報サービス業等を業

とする株式会社である（甲１）。 

イ 被告は，放送法に基づく一般放送事業及び電気通信事業法に基づく電気

通信事業等を業とする株式会社である（争いのない事実）。 15 

  ⑵ 本件各記事の投稿 

   ア 本件各記事の投稿者（以下「本件投稿者」という。）は，被告が訴外株

式会社ジュピターテレコムのサービスを利用して提供するインターネット

接続サービスを用いて，別紙投稿記事目録の各「投稿日時（タイムスタン

プ）」欄記載の日時に，本件各記事を訴外ＬＩＮＥ株式会社の管理・運営20 

する「Ｌｉｖｅｄｏｏｒ Ｂｌｏｇ」内に開設したウェブサイト（以下

「本件ブログ」という。）に投稿した。本件各記事が本件ブログに投稿さ

れた際に割り当てられていた各ＩＰアドレスは，別紙投稿記事目録の各

「ＩＰアドレス」欄記載のとおりである。（争いのない事実，甲３ないし

５） 25 

   イ 被告は，本件各記事の投稿に係る別紙発信者情報目録記載の各情報を保
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有している（争いのない事実，弁論の全趣旨）。 

 ２ 争点 

  ⑴ 原告の著作権が侵害されたことが明らかであるといえるか否か 

  ⑵ 開示を受けるべき正当な理由の有無 

 ３ 争点に対する当事者の主張 5 

⑴ 争点⑴（原告の著作権侵害の有無）について 

【原告の主張】 

 ア 原告が著作権を有すること 

   原告は，株式会社Ｓｕｎｅｉｇｈｔ（以下「Ｓ社」という。）との間で，

平成３１年２月７日，映像制作業務委託契約を締結し，Ｓ社は，同契約に10 

基づき，「令和の虎」と題する動画５本（甲１７。以下「本件各動画」と

いう。）を制作し，本件各動画の著作権を原告に譲渡しており，原告は，

本件各動画の著作権を有する。 

 イ 本件各記事が原告の著作権を侵害すること 

   本件投稿者は，本件各動画のスクリーンショットを本件各記事内に貼り15 

付けており，本件各記事は，原告の本件各動画に対する著作権（複製権及

び公衆送信権）を侵害することは明らかである。  

 ウ 違法性阻却事由等が存在しないこと 

   被告は，本件各記事は，本件各動画を紹介したものであり，「引用」（著

作権法３２条１項）に該当し，著作権侵害に当たらないと主張する。しか20 

し，適法な「引用」というためには，引用して利用する側の著作物と引用

される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ，かつ，前者が

主，後者が従であることを要するところ，本件各記事は，大部分が本件各

動画からの引用であって，著作物の表現の態様等からみて「公正な慣行に

合致」するとも，「引用の目的上正当な範囲内で」行われたものともいえ25 

ず，「引用」に当たらない。そして，その他に違法性阻却事由等の存在を
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うかがわせる事情は存在しない。 

 エ 権利濫用等には当たらないこと 

   被告は，本件各動画が二次的著作物であることを前提に，原告が単独で

権利行使することは認められず，また，権利濫用であるなどと主張する。

しかし，被告は，本件各動画の原著作物を何ら特定していない上に，本件5 

各動画は，被告が指摘する「マネーの虎」と類似のアイデアは見られるも

のの，表現上の本質的な特徴が同一とはいえず，二次的著作物には当たら

ない。被告の主張は失当である。 

【被告の主張】 

 ア 著作権侵害が明らかではないこと 10 

   原告が本件各動画の著作権を有しているか明らかではない。 

また，本件各動画は「マネーの虎」というテレビ番組の模倣であるとの

指摘もあり，仮に，本件各動画が「マネーの虎」を原著作物として無許諾

で創作された二次的著作物であるとすれば，たとえ原告が本件各動画の著

作権を有していたとしても，原告が権利行使するには原著作権者との合意15 

が必要である。さらに，仮に，原著作権者との合意が得られたとしても，

本件各動画自体が原著作権者の承諾を得ずに創作された二次的著作物であ

るにもかかわらず，原告が本件各動画の著作権侵害を理由として本件各記

事の発信者情報開示請求を行うことは，クリーンハンズの原則に悖るもの

であり，権利の濫用に当たる。 20 

   したがって，本件各記事により原告の著作権が侵害されたことが明白で

あるとはいえず，また，仮に原告が本件各動画の著作権を有していたとし

ても，原告単独では権利行使できないか，又は権利濫用になる可能性があ

り，原告の被告に対する発信者情報開示請求は認められない。 

 イ 著作権侵害等の成立を阻却する事由が存在しないとはいえないこと 25 

   他人の作品を紹介する目的は，著作権法３２条１項に定める引用の目
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的の一つとして適法であることに加え，本件各記事の末尾には本件各動

画の内容を踏まえた発信者独自の意見が記載されていることからすれば，

本件各記事による本件各動画の引用は，「公正な慣行に合致するもので

あり，かつ，報道，批評，研究その他の引用の目的上正当な範囲内で」

行われたものといえる可能性がある。また，本件投稿者からは，本件各5 

動画の内容を紹介することで原告に実質的な損害が発生することも想定

し難いとの回答を得ている。 

    したがって，本件各記事が本件各動画の複製及び公衆送信を行ってい

たとしても，本件各記事について引用が成立しないとはいえず，著作権

侵害の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在しな10 

いとはいえない。 

   また，「埋め込み」方式により第三者が本件各動画を利用することに

ついては，ＹｏｕＴｕｂｅの利用規約に基づき原告の利用許諾がなされ

ているところ，本件各記事が「埋め込み」方式を利用していないとの事

実を確認することはできないから，本件各記事は，原告による利用許諾15 

の範囲内で本件各動画を利用したものにすぎない可能性があり，著作権

侵害等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在し

ないとはいえない。 

⑵ 争点⑵（開示を受けるべき正当な理由の有無） 

【原告の主張】 20 

  原告は，本件投稿者に対し，著作権侵害に基づく損害賠償請求及び差止請求

を行う予定であるが，この権利の行使のためには被告が保有する別紙発信者情

報目録記載の発信者情報の開示を受ける必要があり，「開示を受けるべき正当

な理由」がある。 

【被告の主張】 25 

  原告代表者は，ＹｏｕＴｕｂｅ上にアップロードしている動画において，本
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件各記事の発信者を見つけ出して殴ってやりたいという趣旨の発言をしており，

原告は，発信者情報を利用して損害賠償請求や差止請求をするのではなく，本

件投稿者に対して何らかの私的制裁を加える可能性を否定できない。したがっ

て，原告から本件投稿者に対して自力救済等が行われる可能性を否定できない

以上，原告に発信者情報の開示を受ける正当な理由があるとはいえない。 5 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点⑴（原告の著作権侵害の有無）について 

⑴ 本件各動画の著作権者について 

  本件各動画はその内容（甲１７，２３（枝番号を付したものは各枝番号を

含む。以下同じ。））に照らして著作物といえる。そして，証拠（甲１４，１10 

６，１７，２０）及び弁論の全趣旨によれば，①原告は，平成３１年２月７

日，Ｓ社との間で映像制作業務委託契約を締結し，Ｓ社が原告の発注に基づ

いて映像を制作し，当該映像の著作権は原告からの制作代金の支払完了時に

Ｓ社から原告に譲渡されることなどが合意されたこと，②Ｓ社は，その後，

「令和の虎＃５４」，「令和の虎＃４４」，「令和の虎＃４３」，「令和の虎＃４15 

２」，「令和の虎＃４１」と題する５本の動画（本件各動画）を制作し，原告

は，その制作代金を支払い，本件各動画の著作権の譲渡を受けたことを認め

ることができる。 

  以上によれば，原告は，本件各動画の著作権者であると認められる。 

⑵ 本件各記事による著作権侵害について 20 

  証拠（甲８，９，１７，２３）及び弁論の全趣旨によれば，本件各動画は

約４５分前後の作品であり，本件各記事には，本件各動画の特定の場面のス

クリーンショットである静止画を本件各動画の時系列に沿って約３０枚から

６０枚程度張り付けられていることが認められる。これらの事実からすれば，

本件各記事を投稿することは，原告が本件各動画について有する著作権（複25 

製権及び公衆送信権）を侵害するものといえる。 
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⑶ 違法性阻却事由等について 

 ア 被告は，本件各記事が本件各動画の紹介であり，引用に当たると主張す

ることから以下検討する。 

他人の著作物は，批評，研究等の目的で引用して利用することができる

が，この場合において，その利用の方法や態様は，批評等の引用目的との5 

関係で，正当な範囲内のものであり，かつ，引用して利用することが公正

な慣行に合致することが必要である（著作権法３２条１項）。 

   証拠（甲８）によれば，本件各記事は，１記事当たり約３０枚から６０

枚程度の本件各動画のスクリーンショットの静止画が当該動画の時系列に

沿ってそれぞれ貼り付けられ，静止画の間に，それらの静止画に対応等す10 

る本件各動画の内容を簡単に記載し，最後に，本件各動画の閲覧者のコメ

ントの抜粋等や本件投稿者の「感想」がそれぞれ記載されたものである。

本件各記事の最後に記載された本件投稿者の「感想」は，３つの記事につ

いて十数行であり，（別紙投稿目録記載１，２及び５の各記事。行数は書

証として提出されたものによる。以下，同じ。），２つの記事について，感15 

想を述べるなどした他人のツイッターの静止画を間にはさんで二十数行で

あり（同目録記載３及び４の各記事），いずれも本件各動画について概括

的な感想といえるものである。 

これらに照らせば，本件各記事には，本件各動画の内容を紹介する面や

それを批評する面がないわけではない。しかしながら，本件各記事におい20 

て，本件各動画のスクリーンショットの静止画は，１記事当たり相当な枚

数であり，量的に本件記事において最も多くを占めるといえるのに対し，

投稿者の感想は相当に短い。また，本件各記事の最後に記載された投稿者

の感想の内容に照らしても，それらの静止画の枚数は，感想を述べるため

に必要な枚数を大きく超えるといえるものである。 25 

以上によれば，本件各記事における本件各動画のスクリーンショット静
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止画の掲載は，仮に引用ということができたとしても，引用の目的との関

係で正当な範囲内のものとはいえない。したがって，本件各記事による本

件各動画のスクリーンショットの掲載について，著作権法３２条１項によ

り適法となることはない。 

 イ 被告は，本件各記事が本件各動画をいわゆる「埋め込み」方式により利5 

用していない事実を確認することができないことから，本件各記事は，Ｙ

ｏｕＴｕｂｅの利用規約に基づく原告の利用許諾の範囲内で利用されてい

るに過ぎない可能性があり，原告の権利が侵害されたことが明らかである

とはいえないなどと主張する。 

しかしながら，証拠（甲８，１９，２５）及び弁論の全趣旨によれば，10 

本件各記事において表示される静止画は，当該静止画のファイルを利用し

て表示されているものであり，いわゆる「埋め込み」方式により本件各動

画を利用したものではないと認められる。被告の前記主張はその前提を欠

くものであり，採用できない。 

 ウ 被告は，本件各動画が「マネーの虎」という番組の二次的著作物である15 

ことを前提に，原告が本件各記事の発信者情報開示請求を行うことが許さ

れないなどと主張する。 

   しかしながら，被告は，本件各動画の原著作物を具体的に明らかにして

いない。本件各動画は，投資を求める者が投資家に対して事業等のプレゼ

ンテーションを行い，投資家から質問等を受けて，最終的に投資をしても20 

らえるか否かが決まることを内容とするものであり，被告が指摘する「マ

ネーの虎」という番組とアイデアにおいて類似する部分があることはうか

がえるが，本件各動画の表現に「マネーの虎」の表現に依拠したものがあ

ると認めることはできない。本件各動画が二次的著作物であることを前提

とする被告の前記主張はその前提を欠き，採用できない。 25 

⑷ 以上によれば，本件各記事は原告の著作権（複製権及び公衆送信権）を侵
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害しており，他に著作権法上の権利制限事由の存在など著作権侵害の成立を

阻却する事由の存在を基礎付ける事実も認められない。 

したがって，本件各記事を投稿したことによって，原告の著作権（複製権

及び公衆送信権）が侵害されたことは明らかといえる。 

２ 争点⑵（開示を受けるべき正当な理由の有無）について 5 

⑴ 証拠（甲２１）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，本件投稿者に対し，

著作権（複製権，公衆送信権）侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償

請求をする意思を有していることが認められるところ，原告が損害賠償請求

権を行使するためには，発信者を特定する別紙発信者情報目録記載の各情報

について開示を受ける必要があるといえ，原告には，発信者情報の開示を受10 

けるべき正当な理由があると認めることができる。 

⑵ 被告は，原告代表者が本件各記事の発信者を見つけ出して殴ってやりたい

という趣旨の発言をしており，原告による自力救済等が行われる可能性があ

るから，原告には「開示を受けるべき正当な理由」がないと主張する。 

    証拠（乙５）及び弁論の全趣旨によれば，原告代表者は，本件ブログにつ15 

いて「ほんとにさあ，このチャンネルもね，えらい痛めつけられてるけどね

 許せねえわああいう奴は 見つけてぶち殴ってやりたいと思ってるわ俺わ」

などの記載をしたことが認められる。しかしながら，前記のとおり，原告は

本件各記事により著作権を侵害されており，本件投稿者に対して損害賠償請

求権を行使するために発信者情報の開示を受ける必要性がある。そして，原20 

告代表者が弁護士に依頼して発信者情報開示を進めるとともに民事上の損害

賠償等を検討していること（甲２１）を併せて考えれば，原告代表者の上記

発言等をもって，原告が不当な自力救済等の意図で発信者情報の開示請求を

しているとは認められず，他に前記⑴の認定を左右するに足りる事情も認め

られない。被告の上記主張を採用することはできない。 25 

３ 結論 
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 よって，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決

する。 

 

東京地方裁判所民事第４６部 

 

裁判長裁判官 柴 田 義 明 

 

 

裁判官        佐 伯 良 子 

 

 

裁判官    棚 井  啓 
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（別紙） 

発 信 者 情 報 目 録 

 

 別紙投稿記事目録記載の各投稿記事に用いられた、同目録記載の IPア 

ドレスを、同目録記載の投稿日時頃に使用した者に関する情報であって、 

次に掲げるもの 5 

１ 氏名または名称 

２ 住所 

３ 電子メールアドレス 

４ 電話番号 

 

 

 

 

（別紙投稿記事目録は省略） 

 


